
平成２４年１２月３日 

 

生駒市議会議長 山 田 正 弘  様 

 

企画総務委員会委員長 中 浦 新 悟   

 

委員会調査報告書 

 

当委員会で調査した事件の調査結果について、生駒市議会会議規則第１０７条

の規定により、下記のとおり報告します。 

記 

１ 派遣期間  平成２４年１０月１５日(月)～１６日(火) 

             １０月２５日(木)、１１月５日(月) 

２ 派遣場所  市内指定管理者管理運営施設 

        （やすらぎの杜 優楽、金鵄の杜 倭苑、ＲＡＫＵ－ＲＡＫＵは

うす、たけまるホール、福祉センター、井出山体育施設 きら

めき、総合公園スポーツ施設、生駒山麓公園、生駒山麓公園

ふれあいセンター） 

３ 事  件  指定管理者制度について 

 

４ 派遣委員  中浦新悟、惠比須幹夫、井上充生、角田晃一、浜田佳資 

塩見牧子 

 

５ 概  要  別紙のとおり 

 



（別紙） 

企画総務委員会 視察報告書 
 

１．視察の目的 

指定管理者制度は、事務の効率化を重視するあまり、指定管理者の経営圧迫につな

がり、市民サービスの低下や従業員の労働環境の悪化を招くという指摘がなされる。 

市の指定管理者が、当初の指定管理者制度導入の目的を十全に果たし、市が市民や

社会に対して公共団体としての責任を果たし得ているのかどうかを検証するためのモ

ニタリングの在り方について、先進地視察の結果を踏まえて作成した評価項目案を検

証するため、市内指定管理者管理運営施設の運営状況を調査する。 

 

 

２．調査方法 

市から指定管理者施設の運営に関する資料の事前提供を受けた後、現地で指定管理

者から説明を受け、評価項目案をもとに質疑を実施した。 

※デイサービスセンター幸楽は、福祉センターでの現地調査の際に質疑のみ実施。 

 

 

３．評価項目案検証結果一覧 （必要＝○、不必要＝×、要検討＝▲） 

調査した指定管理者管理運営施設 

第三者評価に必要な評価項目案 
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Ⅰ 地域及び地域住民との連携  

（１）地域及び地域住民との情報交換 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（２）地域及び地域住民との連携全般 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ⅱ 利用者サービスの向上  

（１）利用者アンケート等の実施状況・対応 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（２）利用者からの意見・苦情の受付・対応 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（３）公正かつ公平な施設利用 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



（４）広報・PR 活動 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（５）職員の接遇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（６）利用者サービスに関する分析・対応 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（７）利用者サービスの向上全般 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（８）その他セルフモニタリング実施状況 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ⅲ 業務の実施状況  

（１）施設稼働日数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（２）施設利用状況 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ⅳ 施設利用状況  

（１）協定書・仕様書に基づく業務の遂行 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（２）安全管理業務 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（３）備品管理業務 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（４）施設衛生管理業務 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（５）利用者視点での維持管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（６）施設・設備管理全般 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ⅴ 市との協力・協議  

（１）市への報告事項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（２）市との協議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（３）市との協力体制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ⅵ 緊急時対応  

（１）緊急時対応の仕組み整備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（２）防犯・防火業務 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（３）事故防止業務 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（４）事故・救急処置対応業務 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（５）防災業務 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（６）その他 × × × × × × × × ×

Ⅶ 組織運営及び体制  

（１）業務の体制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（２）事業収支 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（３）職員の資質向上 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（４）個人情報保護・守秘義務 ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（５）経理業務 ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（６）組織運営及び体制全般 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ⅷ その他  

（１）総合計画の基本理念の実現に向けた取組 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○

（２）「協働」の推進に向けた取組 ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○

（３）環境配慮に向けた取組 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



４．各施設ごとの評価項目等に関する意見・考察 

◎やすらぎの杜 優楽 

評価項目案に追加する項目等 その理由等 

Ⅰに補足 家庭、関係機関、関係団

体との協調、調整、対応

基本協定書第４８条第１項による。 

仕様書３（３）による。 

Ⅱ（１）（２）に補足 対応に市への報告を含

める。 

基本協定書第２３条第１項による。 

Ⅱ（８） 評価指標の定め方  

Ⅱに追加 奈良県福祉サービス第

三者評価推進組織が指

定した評価機関による

福祉サービス第三者評

価の実施状況 

基本協定書第２３条第２項による。 

Ⅱに追加 利用しようとする者(入

所希望者)に対する利用

案内・相談体制など 

仕様書４（１）③による。 

Ⅲに追加 稼働率・利用率  

Ⅳに追加 施設利用状況に「設備ご

との稼働状況と改善策」

稼働率が極めて低い設備があるので、設備

ごとの稼働状況と改善策の項目を盛り込

む必要がある。 

Ⅳに補足 自主事業の遂行 基本協定書第８条第３項、第２１条第５

号、第３２条による。 

（全体として自主事業の評価をどう取り

扱うか？） 

Ⅳ（４）に補足 清掃衛生、美観維持（美

観維持は（５）に入れる

べきか？） 

仕様書４（２）②による。 

Ⅳ（６）に補足 維持管理 基本協定書第２１条第１号による。 

Ⅴ（２）に追加 連絡調整 基本協定書第１８条による。 

Ⅵに補足 事故災害対応及び市へ

の報告⇒Ⅴ（１）に入れ

るか？ 

基本協定書の第１７条第２項による。 

Ⅶに追加 情報公開 基本協定書第１５条による。 

Ⅶに追加 文書管理 基本協定書第１９条による。 

Ⅶに追加 組織運営及び体制に「職 利用者への安定した質の高いサービスの



員の待遇」 提供は、勤務する職員のモチベーションと

密接な関係にあると考えられるので。 

Ⅷ（２） 例：市民向け講座 事業計画（３自主事業）による。 

Ⅷに追加 実習受け入れ等、社会的

使命、教育機関としての

機能 

 

（その他意見） 

やすらぎの杜 優楽のみ県の第三者評価を受けるものと協定書で定められているが、他では

ない。ただ、この第三者評価は相当詳細であり、これを「福祉センター」など他の福祉施設

に適用して良いものか疑問が残る。慎重に検討しなければならない。 

 

◎金鵄の杜 倭苑 

評価項目案に追加する項目等 その理由等 

地元雇用率をいれるか？ 事業計画「施設の現状に対する認識及び今

後の在り方」による。 

Ⅲに追加 業務の実施状況に「自主

事業の実施状況」 

同施設は、地域の観光資源を活用した自主

事業をさらに拡大できる可能性がある。そ

れにより施設そのものの稼働率が高まる

と考えられる。 

Ⅳに補足 自主事業の遂行 事業計画「施設の運営に関する事項」によ

る。（全体として自主授業の評価をどう取

り扱うか？） 

Ⅳ（４）に補足 清掃衛生、美観維持（美

観維持は（５）に入れる

べきか？） 

事業計画「施設の運営に関する事項 Ｎ

ｏ．１」による。 

Ⅶに追加 情報公開 事業計画「情報の公開を行うための措置」

による。 

（その他意見） 

金鵄の杜倭苑の規模では、利用者アンケートを中心とした評価制度が適当ではないかと考え

る。 

 

◎ＲＡＫＵ-ＲＡＫＵはうす 

評価項目案に追加する項目等 その理由等 

項目の簡素化 施設の性格から自主事業の実施および、大

幅な収支の改善は難しいと考えられる。 

Ⅳに補足 自主事業の遂行 事務取扱要領６による。 



Ⅶに追加 情報公開 事務取扱要領５（２）による。 

（その他意見） 

ＲＡＫＵーＲＡＫＵはうすの規模では、利用者アンケートを中心とした評価制度が適当では

ないかと考える。 

 

◎たけまるホール 

評価項目案に追加する項目等 その理由等 

Ⅰに追加 迷惑行為による近隣対

策 

基本協定書第９条による。 

Ⅲに追加 業務の実施状況に「自主

事業の実施状況」 

同施設は、自主事業の実施が施設全体の利

用率の向上と密接な関係にあると考えら

れるため。 

Ⅳ（４）補足 清掃衛生、美観維持（美

観維持は（５）に入れる

べきか？） 

基本協定書第８条（２）による。 

Ⅶに追加 情報公開 基本協定書第１８条による。 

Ⅶ（３） 人材育成 仕様書(ｐ３)による。 

Ⅷ（１） 市又は県の特性を活か

した事業 

仕様書(ｐ９)による。 

 

◎福祉センター 

評価項目案に追加する項目等 その理由等 

Ⅲに追加 業務の実施状況に「自主

事業の実施状況」を追加

同施設は、短期の各種教室の実施数を増や

すことで稼働率を向上させており、さらに

拡大できる可能性がある。ただし、その前

提として駐車場拡充に関する問題が解決

されなければならない。 

Ⅶに追加 情報公開 基本協定書による。 

バスの運行管理 仕様書による。 

自主事業 仕様書による。 

社会への貢献 事業計画 交通遺児奨学金(幸楽とも) 

 

◎デイサービスセンター幸楽 

評価項目案に追加する項目等 その理由等 

Ⅶに追加 情報公開 基本協定書による。 



Ⅶに追加 組織運営及び体制に「職

員の待遇」 

利用者への安定した質の高いサービスの

提供は、勤務する職員のモチベーションと

密接な関係にあると考えられる。 

 

◎井出山体育施設 屋内温水プール きらめき 

評価項目案に追加する項目等 その理由等 

Ⅲに追加 業務の実施状況に「自主

事業の実施状況」 

同施設は、自主事業の実施が施設全体の利

用率の向上と密接な関係にあると考えら

れるため。 

Ⅶに追加 情報公開 基本協定書による。 

自主事業 基本協定書による。 

 

◎総合公園スポーツ施設 

評価項目案に追加する項目等 その理由等 

Ⅲに追加 業務の実施状況に「自主

事業の実施状況」 

同施設は、自主事業の実施が施設全体の利

用率の向上と密接な関係にあると考えら

れる。 

 

◎山麓公園・山麓公園ふれあいセンター 

評価項目案に追加する項目等 その理由等 

Ⅲに追加 業務の実施状況に「自主

事業の実施状況」 

同施設は、自主事業の実施が施設全体の利

用率の向上と密接な関係にあると考えら

れる。 

Ⅳ（４） 衛生管理で清掃等実施

状況を確認 

浴室でのカビ繁殖はひどい状況である。衛

生的に問題が無いかといった専門機関の

チェックが必要ではないか。 

樹木選定や除草に関する項目をどのように設定

する？ 

基本協定書による。 

情報公開 基本協定書による。 

自主事業 基本協定書による。 

駐車場管理を別立てにするか？ 基本協定書による。 

ユニバーサルサービス 仕様書による。 

拾得物保管・迷子 仕様書による。 

 

 



５．各施設共通の意見等 

○各施設共通で評価項目としての検討を必要とする事項は以下のとおり。 

・情報公開 

  ・文書管理 

  ・自主事業 

  ・社会的使命、社会への貢献 

  ・労働基準法・労務規定順守 

  ・地元雇用の取り組み 

  ・暴力団排除への協力（評価項目案Ⅴ(３)に追加する。） 

  ・LAS-E の取り組み 

  ・市の事業との協働 

  ・ユニバーサルサービス 

 

 ○評価項目案の表現変更・付加の検討する項目は以下のとおり。 

  ・Ⅱ（５）相談体制 

  ・Ⅲ（１）（２）稼働率・利用率 

  ・Ⅳ（４）あるいは（５） 施設の美観・景観維持 

  ・Ⅶ（３）人材育成 

 

○生駒市の指定管理の施設は、施設の性格、規模が相当異なるので、それぞれに応

じた第三者評価の制度を考えなければならない。 

 

○「山麓公園・ふれあいセンター」「井出山体育施設」「生駒市体育館」「たけま

るホールなどの生涯学習施設」という不特定多数の利用者が予定される施設につ

いては、統一した一定の第三者評価制度を考えるのが相当ではないかと考える。 

 

○各施設を担当する課が所管となっている議会の常任委員会の視察・調査は、一定、

第三者評価を補うものとなりうるものと考える。 

 

 

 

 

 


